
 

 

インフレスライド条項の運用フロー 

 

 

 

期限等     手続き項目              備  考 

 

 

請 求 日          発注者又は受注者から請求 

 

７日以内 

 

           スライド額協議開始日の通知  発注者から受注者へ通知 

＊協議開始日は４月以降とする。 

１４日以内 

 

           基 準 日 

 

 

 

           スライド額協議開始 出来高確認 

 残工事量算定 

      １４日以内 スライド額（案）算定 

 

           スライド額確定        受発注者間で協議書取り交わし 

 

 

 

           スライド変更契約       精算変更時点で行うことができる。 

＊予算確定後とする。 

 

           工 期 末 

 

 

 

２
ヶ
月
以
内 


